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秋田県における鶏肉等のカンビロバクター汚染状況

及び家畜の保菌状況について

高橋志保 熊谷優子 和田恵理子 今野貴之 八柳潤 千葉真知子 轡藤志保子

園内における細菌性食中毒事例数は減少してきているにも関わらず，カンピロパクター ・ジェジュ

ニ/コリ(Campylobacter尺juni/ co/i)による食中毒事例は依然として多発している。食中毒事例で判

明した原因食品として鶏肉類が最も多いことから，鶏肉類を中心として県内におけるカンピロパクタ

ーの汚染状況を調査した。その結果，県内に流通している鶏肉類は，カンピロパクターに高度に汚染

されている実態が明らかとなった。また，鶏肉以外では牛レバーで汚染が確認された。 さらに，県内

の家畜の保菌率を調査したところ， 4ニで約 20%，豚および鶏では 90%を超える高い保菌が確認された。

特に鶏については食鳥処理場における解体処理段階での糞便汚染による食肉の汚染拡大が窺えること

から，汚染低減のための対策と併せ，消費者に対して食肉の病原体汚染状況や，生食することの危険

性等についての啓発活動を行っていく必要がある。

1 はじめに

カンピロパクター (Campy/obacter)は家禽や

家畜，野生動物の腸管内に広く常在し，ヒトの

細菌性下痢症の重要な原因菌である。 ヒトの下

痢症の原因菌として分離される主な菌種はカン

ピロパクター ・ジェジュニ cc.jりuni)およびカ

ンピロパクター ・コリ CC.coli) であり， 1982 

年にはこの 2菌種が食中毒の病因物質として指

定された J)。

厚生労働省の食中毒統計によると，圏内にお

ける細菌性食中毒事例数は平成 10年をピーク

に年々減少傾向にあるものの，カンピロパクタ

ーによる食中毒事例数は横ばい状態が続いてい

る。カンピロバクターによる食中毒事例数は平

成 15年以降第 l位となっており，近年では発生

件数全体の 6害IJを占めるまでになっている。

また，県内の医療機関から提供される散発下

痢症患者由来の分離株からは，年間を通してカ

ンピロパクターが確認されており，食中毒だけ

でなく，散発下痢症としても多くの健康被害を

もたら していると考えられる。その背景には家

庭や飲食庖等において日常的にカンピロパクタ

ーに感染する機会があると推察される。

カンピロパクターによる食中毒の原因として

は，家禽や家畜，野生動物の糞使による湧き水

や井戸水，簡易水道などの汚染も，ヒトの下痢

症の発生要因としてあげられているがり，原因

食品としては鶏肉等の食肉が最も多い。そこで，

これまで秋岡県で行った各調査や収去食品検査

の結果から，秋田県における鶏肉等のカンピロ

パクター汚染状況および家富の保菌状況をまと

めたので報告する。

2. 方法

2. 1対象

2. 1. 1市販食肉等の汚染実態調査

平成 12.........14年度は，厚生労働科学研究 「鶏肉

に起因するカンピロパクター食中毒の予防対策

に関する調査研究J， r食品製造の高度衛生管

理に関する研究J (主任研究者岩手大学 品

川邦汎先生)において 県内のスーパーや小売

庖等で購入した市販鶏肉 73検体の調査を実施

した。

当センタ}の独自調査 2，3)として，平成 17........18

年度は市販の鶏肉，鶏レバー，豚肉，豚レバー，

牛肉，牛レバー合わせて 99検体，平成 19年度

は，食鳥処理場における製品加工工程で解体さ

れた県産のカット鶏肉 75検体の調査を実施し

た。

また，厚生労働省による食中毒菌汚染実態調

査として，平成 20.........23年度に秋田県が実施し，

購入した鶏ミンチ肉および牛レバーの計 97検

体の調査を実施した。
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2. 1.2収去食品検査

食品衛生監視指導計画に基づき，平成 17----23

年度に県内のスーパーや小売府等で・収去された

鶏肉検体計 115検体の調査を実施した。

2.1.3家畜の保菌状況調査

平成 15年度に当センターで調査 4}した，牛の

直腸便 87検体および胆汁 78検体，同様に平成

17.........18年度に調査 2}した，と畜場に搬入された

牛および豚から採取した直腸便と胆汁をそれぞ

れ 100検体ずつ，平成 19年度は県内の 22養鶏

場から食鳥処理場に搬入された県産地鶏の盲腸

使 66検体の調査を実施した。

2. 2調査方法

平成 L2.........L9年度に実施した市販食肉等の汚

染実態調査および家畜の保菌状況調査について

は，それぞれの調査結果報告書等 2-7)からカンピロ

パクター陽性検体数および検出率をまとめた。

平成 20----23年度に実施した調査については，

食中毒菌汚染実態調査実施要領に定められた方

法で検査を実施した。検査方法は，検体 25gを

ス トマックバックに採取し.100 mlのPreston培地

を加え 30秒間ストマッカー処理したものを試

料原被とし，その全量を増菌培養 した。その検

査結果から陽性検体数および検出率を求めた。

収去食品検査については，秋田県検査実施標

準作業書 (StandardOperating Procedures : SOp) 

に示された検査方法に基づいて検査を実施し

た。検査方法は，検体 25gを採取し，滅菌生理

食境水 225 mlを加え，ストマッカ}処理した

ものを試料原液と し， その 1mlを 10mlの

Preston培地が入った中試験管に入れ，増菌培養

した。その検査結果から陽性検体数および検出

率を算出した。また，収去食品に関する検査は，

他の検査と検査法が異なることから，平成 23年

度の 5検体については，秋田県の SOPによる検

査と同時に，食中毒菌汚染実態調査実施要領の

手法も用いて検査を実施 した。

3. 結果

3. 1市販食肉等の汚染実態調査

平成 12'"'-19年度に実施した調査研究による

市販食肉等のカンピロパクタ ー汚染実態調査結

果を表 lにまとめた。鶏肉からは 60.9%.........74.0

%.鶏レバーからは 44.4%と ，高率にカンピロ

パクターが検出されている。一方，豚肉や豚レ

バー，牛肉，牛 レバーからは検出されなかった。

また，厚生労働省による食中毒菌汚染実態調

査の秋田県におけるカンピロパクター検査結果

を表 2に示した。鶏ミンチ肉からのカンピロパ

クター検出率は. 28.6%----50.0%と高率であっ

た。加熱調理用牛レバーからの検出率は 0.........20.0

%であった。

表3に平成20'"'-22q三に実施した全国における

向調査結果 8)を示した。秋田県以外の調査では

鶏ミンチ肉や加熱調理用牛レバーのほか，生食

用の牛レバーや鶏たたきからもカンピロパクタ

ーが検出されていた。

3. 2収去食品検査

平成 17.........23年度に検査を実施した鶏肉 115検

体中，カンピロパクターが検出されたのは，平

成 17年度に I検体，平成 20年度に 2検体，平

成 21年度に l検体であり，検出率は 3.5%であ

った。

食中毒菌汚染実態調査実施要領の手法を用い

た検査結果は. 5検体中 3検体からカンピロパ

クターが検出された。 さらに，今回，陽性とな

った 3検体のうち 2検体からは C.jりuniとC.coli

の阿菌種が検出された。また，分離されたコロ

ニ}の複数個を血清型別したところ，同一検体

に複数の血清型が存在 していたことから，鶏が

保菌 しているカンピロパクターの多様性が明ら

かとなった。
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表 1 調査研究による汚染実態調査

検査年 検体穏 陽性数/検体数 検出準(%)

H12-14 鶏肉 54/73 74.0 

H17-18 鶏肉 14/23 60.9 

鶏 レバー 4/9 44.4 

豚肉 0/25 0 

豚レバー

牛肉

0/ 14 

0/25 

。
。

H 19 !県産鶏肉

牛レバー 0/3 0 

69.3 52/75 

表 2 厚労省による食中毒菌汚染実態調査(秋田県)

検{本穏類
陽性数/検体数(検出率%)

H20 H21 H22 H23 

7/ 19 4/14 12/24 5/ 10 
鶏ミL戸チ肉

(36.8%) (28.6%) (50.0%) (50.0%) 

牛レバー

(加熱調理用)

1/7 

(14.3%) 

0/12 

(0%) 

0/ 1 

(0%) 

2/ 10 

(20.0%) 

表3 厚労省による食中毒菌汚染実態調査(全国)

検体種類
陽性数/検体数(検出率%)

鶏ミンチ肉
〆
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7

0
、

牛レバー 18/212 22/207 22/209 

(加熱調理用) (8.5%) (10.6%) (10.5%) 

牛レバー

(生食用)

2/ 11 

(18.2%) 

鶏たたき
9/45 

(20.0%) 

3/ 17 

(17.6%) 

5/45 

(11.1%) 

2/21 

(9.5%) 

8/48 

(16.7%) 

3. 3家畜の保菌状況

家畜の保菌率を表 4に示す。牛の直腸便およ

び胞汁からの検出率は 29.2%および 2J.4%で，

分 離 されたカンピロパクターの大部分が

C.jejuniであった。

豚の直腸便からの検出率は 92.0%で，その陽

性検体のすべてから C.coliが検出 されており，

うち l検体は同時に C.jのumも保菌していた。

胆汁からはカンピロパクターは検出されなかっ

た。

鶏の盲腸使からの検出率は 90.9%であった。

分離された菌種は C.jりiuniが 66.7%，C.coliが

47.0%で，陽性検体のうち 15検体から C兵juni

とC.coliの阿方が分離 された。
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表 4 家畜の保菌率

陽性数 菌 名
検体種類 検体数

(検出家) C.jejuni C.coli 

52 47 8 
牛車腸使 178 

(29.2%) (26.4%) (4.5%) 

40 39 

牛slI.汁 187 (21.4%)(20.9%)(0.5%) 

豚直Jl易便 100 

豚胞汁 100 

鶏盲JI易便 66 

4.考察

食中毒の原因となるカンピロパクターは，通

常家禽や家寵の腸管内に保菌され，と畜場等で

の解体の過程で食肉を汚染すると考えられる 9)。

豚のカンピロパクタ一保菌率は 92.0%で，極

めて高かった。 しかしながら，そのほとんどは

C.coliであった。C.coliは C.jのiuniに比べても環

境での抵抗力が弱く，肉表面の菌は早期に死滅

すると考えられている九実|探，豚肉からカン

ピロパクターは検出されなかった。また，C.coli 

による食中毒や散発下痢症は C.jejuniに比べて

極端に少ないことから， J豚肉を介する感染はま

れと恩われる。

鶏は盲腸便からの検出率，食鳥処理場におけ

る製品加工工程で解体されたカット鶏肉からの

検出率が高いことから，市販鶏肉の高確率な汚

染が発生する原因として，解体処理段階で糞使

の漏出による fと体Jの汚染が生じ，その後の

加工処理，流通過程において食肉の汚染が拡大

していることが考えられる。

カンピロパクターに汚染されている鶏肉が流

通し，さらに生食用としての基準がないにもか

かわらず~ílJ身やたたきとして販売 ・提供され，

喫食されていることや，高度汚染鶏肉による二

次汚染などが，カンピロバクターを原因とする

食中毒の主な原因食品が鶏肉である理由として

挙げられる。

92 1 92 

(92.0%) (J .0%) (92.0%) 

。
60 

(90.9%) 

44 

(66.7%) 

31 

(47.0%) 

一方，牛は直腸便からの検出率は豚や鶏に比

べると低率であるものの，胆汁からもカンピロ

パクターが検出された。 このことは，牛レバー

は表面だけではなく，肝臓実質そのものが汚染

されていることを示唆している。汚染実態調査

の全国のデータをみると生食用の牛レバーから

もカンピロパクターが検出されており，カンピ

ロパクターによる食中毒事例や散発下痢症の重

要な原因食品になっていると考えられる。

今回，様々な調査， 研究事業に関連して行っ

たカンピロパクターに関する検査結果をまとめ

たところ，収去食品検査におけるカンピロバク

ターの検出率が他の調査結果に比較して低いこ

とが明らかとなった。 この要因のーっとして，

秋岡県の SOPによる検査法は培養に用いる検体

盆が少ないことがあげられる。実際，平成 23年

度の 5検体について食中毒菌汚染実態調査実施

要領の手法を用いて検査を実施したところ，前

法ではカンピロパクターが検出されなかった 3

検体からカンピロパクターが検出された。食品

からのカンピロパクター検出法については，こ

れまで公定法に相当する試験法が示されていな

かったが，平成 23年度には秋田県も参画して食

品からのカンピロパクタ}検出法についてのコ

ラボレイティプスタディが実施された。今後，

コラボレイティブスグディで用いられた方法が

圏内標準試験法として示される可能性が高いこ
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とから，それに併せて秋田県でも今後 SOPの検

討等が必要と思われる。

また，市販食肉等の汚染実態調査から，特に

県内に流通している鶏肉類はカンピロパクター

に高度に汚染されている実態が浮き彫 りとなっ

た。伊藤ら(1985)の調査 10)では鶏から検出さ

れた C.jりuni菌株の約 80%はヒト由来株の血清

型と同ーであることが示されており ，鶏肉はヒ

卜の下痢症の感染源として最も重要と考えられる。

カンピロパクターはおそら く食品中ではほと

んど増殖できないが，少量の菌で感染が成立す

ると考えられているへまた，カンピロパクタ

ー食中毒において複数の血清型が検出 されるこ

とはめずら しく ないが，実際に，食中毒の原因

食品と して最も多い鶏肉検体が複数の血清型の

カンピロパクターに汚染されていることは，我

々の調査でも確認されている。 これ らのことか

ら，カンピロパクターによる健康被害防止のた

めには，農場などの生産現場，食鳥 ・食肉処理

場，流通過程にある食品関連事業者等が，それ

ぞれの立場で汚染要因を把握 し，対策を講 じて

いくことで，カ ンピロパクター汚染を低減させ

ていくことが重要で、あると考えられる。同時に，

食中毒予防のためには汚染実態を踏まえ，一般

消費者に対 し，取り扱いや調理における衛生管

理の必要性，生食することの危険性等について，

より 一層の啓発活動を行っていくことが必要で、

ある。
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